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に
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た
っ
て

　

時
あ
た
か
も「
３
・
１
独
立
運
動
」か
ら
一
〇
〇
周

年
と
い
う
い
ま
、
日
韓
関
係
が
過
去
最
悪
の
事
態
と

言
わ
れ
る
。
保
守
層
の
一
部
で
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、

「
日
韓
断
交
」の
言
葉
さ
え
飛
び
か
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

二
〇
一
八
年
一
〇
月
三
〇
日
、
韓
国
大
法
院
は
新

日
鉄
住
金
の
上
告
を
棄
却
し
て
、
元
徴
用
工
の
賠
償

請
求
を
認
容
し
た
原
判
決
を
確
定
さ
せ
た
。
こ
の
判

決
は
、
韓
国
に
お
け
る
三
権
分
立
が
正
常
に
作
用
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
以
来
の
急
激
な
日
韓
関
係
の
軋
み
で
あ
る
。

　

同
年
一
一
月
二
一
日
に
は
、
日
韓「
慰
安
婦
」合
意

（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
八
日
）に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

「
和
解
・
癒
し
財
団
」
の
解
散
が
発
表
さ
れ
て
、
同

合
意
は
事
実
上
崩
壊
し
た
。
同
月
二
九
日
に
は
、
三

菱
重
工
に
対
し
て
も
、
新
日
鉄
住
金
と
同
内
容
の
徴

用
工
事
件
判
決
の
言
い
渡
し
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
同
年
一
二
月
二
〇
日
に
は
、
韓
国
海
軍

の
広
開
土
国
王
艦
か
ら
自
衛
隊
機
に
対
す
る
「
レ
ー

ダ
ー
照
射
」
が
あ
っ
た
と
す
る
問
題
が
生
じ
、
こ
れ

が
外
交
問
題
と
な
っ
て
日
韓
関
係
の
悪
化
に
拍
車
が

か
か
っ
た
。

　

そ
の
上
、
今
年
の
二
月
七
日
に
は
、
韓
国
議
会（
一

審
制
）の
文
喜
相
議
長
が
、
天
皇
に
対
す
る
元
慰
安

婦
へ
の
謝
罪
要
求
発
言
が
あ
っ
た
と
し
て
物
議
を
醸

す
に
至
っ
て
い
る
。

　

保
守
の
朴
槿
恵
大
統
領
時
代
に
は
、
比
較
的
「
円

満
・
良
好
」
だ
っ
た
安
倍
政
権
と
の
関
係
が
、
市
民

の
「
キ
ャ
ン
ド
ル
革
命
」
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
文
在

寅
政
権
と
は
基
本
的
に
反
り
が
合
わ
な
い
と
い
う
べ

き
か
、
軋
轢
が
噴
出
し
て
い
る
。

　

そ
の
軋
轢
が
、
日
本
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

古
層
を
刺
激
し
、
韓
国
に
対
す
る
排
外
・
差
別
感
情

を
醸
成
し
て
い
る
点
で
、
看
過
し
が
た
い
。
冷
静
に
、

問
題
を
歴
史
の
根
本
か
ら
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

問
題
の
根
源
は
、
旧
天
皇
制
日
本
に
よ
る
朝
鮮
植

日
韓
関
係
を
め
ぐ
る

　
　
諸
問
題
を
検
証
す
る

2法と民主主義　2019／4 №537 2

02_03_537特集リード_4.indd   2 2019/04/22   12:10



民
地
化
の
歴
史
に
あ
る
。
そ
し
て
、
韓
国
の
軍
事
独

裁
政
権
と
日
本
の
保
守
政
権
と
で
合
意
さ
れ
た
、
日

韓
の
戦
後
処
理
の
杜
撰
さ
に
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

ま
た
、
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
、
南
北
関
係
や
米
朝

関
係
の
大
き
な
変
化
の
反
映
と
い
う
側
面
も
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

現
在
の
日
本
国
内
の
事
態
は
、
政
府
に
煽
ら
れ
た

形
で
、
メ
デ
ィ
ア
や
世
論
が
韓
国
批
判
の
論
調
一
色

に
染
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
対
韓

世
論
悪
化
の
元
凶
は
、
明
ら
か
に
日
本
政
府
で
あ
る
。

　

本
特
集
は
、
法
律
家
の
任
務
と
し
て
、
か
つ
て
日

本
の
植
民
地
支
配
時
代
に
侵
害
さ
れ
蹂
躙
さ
れ
た
朝

鮮
・
韓
国
の
人
権
回
復
の
法
理
を
再
確
認
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
ま
で
の
日
中
・
日
韓
の
各
戦
後
補
償
訴

訟
の
到
達
点
を
踏
ま
え
て
、
政
権
の
デ
マ
ゴ
ギ
ー
を

許
さ
な
い
運
動
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
特
集
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

◆
巻
頭
論
文
と
し
て
、
和
田
春
樹
氏
の
「
日
・
朝
・

韓
関
係
の
戦
後
史
と
現
状
」
を
掲
載
す
る
。
植
民
地

支
配
を
脱
し
た
韓
国
朝
鮮
が
、
東
西
対
立
の
最
前
線

と
し
て
、
朝
鮮
戦
争
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
の
現
代
史
を
通
覧
し
て
、
軋
ん
だ
現
状
の
原
因
と

な
っ
た
日
韓
、
日
朝
の
戦
後
補
償
問
題
の
経
過
と
、

米
国
を
含
む
現
状
の
国
際
関
係
ま
で
を
把
握
す
る
た

め
で
あ
る
。

◆
次
に
、
植
民
支
配
の
残
滓
を
清
算
す
べ
き
で
あ
り

な
が
ら
不
十
分
に
終
わ
っ
た
、「
日
韓
の
戦
後
処
理
の

全
体
像
と
問
題
点
」
を
、
こ
の
点
に
精
通
し
て
い
る

山
本
晴
太
弁
護
士
の
寄
稿
が
明
ら
か
に
す
る
。

◆
日
韓
の
請
求
権
問
題
は
、
中
国
の
戦
後
補
償
訴
訟

と
の
共
通
点
を
も
つ
。
そ
の
訴
訟
実
務
を
担
当
し
た

森
田
太
三
弁
護
士
が
、「
中
国
人
強
制
連
行
・
強
制
労

働
事
件
の
解
決
事
例
」
を
踏
ま
え
て
、
韓
国
徴
用
工

問
題
解
決
へ
の
展
望
を
語
っ
て
い
る
。

◆
ま
た
、「
韓
国
徴
用
工
裁
判
の
経
緯
、
判
決
の
概
要

と
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
」
は
、
専
門
実
務
家

の
立
場
か
ら
、
川
上
詩
朗
弁
護
士
が
全
体
像
を
明
確

に
し
て
い
る
。

◆
梓
澤
和
幸
弁
護
士
の
「
徴
用
工
判
決
と
金
景
錫
事

件
」
は
、
訴
訟
に
お
い
て
和
解
に
よ
る
被
害
救
済
を

実
現
し
た
、
貴
重
な
実
例
の
報
告
で
あ
る
。　
　
　

◆
大
森
典
子
弁
護
士
「
日
韓
合
意
の
破
綻
│
│『
慰

安
婦
』問
題
と
日
韓
関
係
」は
、
日
本
の
朝
鮮
植
民
地

支
配
時
代
の
人
権
侵
害
を
象
徴
す
る
「
慰
安
婦
」
問

題
に
お
け
る
、
二
〇
一
五
年
合
意
の
脆
弱
な
弱
点
を

指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

◆
最
後
に
、
韓
国
側
の
事
情
を
中
心
に
、「
文
政
権
と

南
北
宥
和
│
│
そ
の
対
日
政
策
へ
の
影
響
」
に
つ
い

て
、
東
京
都
市
大
学
・
李
洪
千
准
教
授
に
解
説
を
お

願
い
し
た
。

　

以
上
の
と
お
り
、
求
め
る
と
こ
ろ
は
人
権
尊
重
の

原
理
が
国
境
を
越
え
た
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
こ
と

の
再
確
認
で
あ
り
、
日
韓
市
民
間
の
友
誼
と
連
帯
を

通
じ
て
の
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
の
構
築
で
あ
る
。
本

特
集
が
、
そ
の
理
解
と
運
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
強

く
願
う
。

（「
法
と
民
主
主
義
」編
集
委
員
会

 

弁
護
士
　
澤
藤
統
一
郎
）
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